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払
う
事
業
主
は
、
原
則
と
し
て
個
人
住
民
税

を
特
別
徴
収
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

特
別
徴
収
の
し
く
み

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
方

　
前
年
中
に
給
与
の
支
払
い
を
受
け
、
か
つ

当
年
の
四
月
一
日
に
給
与
の
支
払
い
を
受
け

て
い
る
す
べ
て
の
従
業
員
（
パ
ー
ト
、
ア
ル

バ
イ
ト
を
含
む
）
。

　事
業
を
営
む
方
へ
の
お
願
い

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出

　
事
業
主
の
方
は
、
従
業
員
や
雇
い
人
（
家

族
な
ど
の
青
色
事
業
専
従
者
を
含
む
）
に
対

し
、
給
与
、
賃
金
、
賞
与
な
ど
を
支
払
っ
た

場
合
、
支
払
い
を
受
け
る
方
ご
と
に
、
前
年

中
の
支
払
額
な
ど
を
記
載
し
た
給
与
支
払
報

告
書
を
、
そ
の
支
払
い
を
受
け
る
方
の
一
月

一
日
の
住
所
が
あ
る
市
町
村
へ
、
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
事
業
主
の
方
で
、
正
規
社
員
、
パ
ー
ト
、

ア
ル
バ
イ
ト
、
日
雇
い
、
退
職
者
な
ど
が
お

ら
れ
る
場
合
は
、
個
人
・
法
人
を
問
わ
ず
、

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限
　
一
月
三
十
一
日
（
木
）
必
着

▼
提
出
方
法
　
持
参
、
郵
送
、eLT

A
X

（
エ

ル
タ
ッ
ク
ス:

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し

た
提
出
方
法:http://w

w
w
.eltax.jp/

）
の

い
ず
れ
か

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収

　
愛
知
県
と
県
内
す
べ
て
の
市
町
村
で
は
、

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
（
給
与
天
引
き
）

の
適
正
実
施
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
現

在
、
従
業
員
の
個
人
住
民
税
が
普
通
徴
収
と

な
っ
て
い
る
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一

九
年
度
分
以
降
、
特
別
徴
収
へ
の
切
替
え
を

お
願
い
し
ま
す
。

特
別
徴
収
と
は

　
給
与
支
払
者
が
、
所
得
税
の
源
泉
徴
収
と

同
様
に
、
毎
月
従
業
員
に
支
払
う
給
与
か
ら

住
民
税
を
徴
収
し
、
納
入
し
て
い
た
だ
く
制

度
で
す
。
法
令
の
規
定
に
よ
り
、
給
与
を
支

特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
方

・
退
職
者
（
退
職
予
定
者
を
含
む
）

・
二
つ
以
上
の
事
業
所
か
ら
給
与
の
支
払
い

を
受
け
、
他
の
事
業
所
で
特
別
徴
収
が
行
わ

れ
て
い
る
方

・
給
与
支
払
額
が
少
な
く
、
個
人
住
民
税
を

特
別
徴
収
で
き
な
い
方

・
給
与
が
毎
月
支
給
さ
れ
て
い
な
い
方

▼
問
合
せ
　
税
務
課
課
税
係
　
☎
２８
・
２
４

３
４　要

介
護
認
定
者
の
所
得
控
除

　
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、
確
定

申
告
に
よ
り
次
の
所
得
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

障
害
者
控
除

　
所
得
税
の
申
告
な
ど
で
障
害
者
控
除
を
受

け
る
場
合
に
は
、
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認

定
書
」
が
必
要
で
す
。

　
平
成
三
十
年
十
二
月
三
十
一
日
を
基
準
日

と
し
て
、
六
十
五
歳
以
上
で
要
介
護
認
定
を

受
け
て
い
る
方
に
、
町
か
ら
一
月
中
旬
頃
に

認
定
書
を
送
付
し
ま
す
。

　
な
お
、
基
準
日
前
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
に

つ
い
て
も
、
交
付
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
お
問
い
合
わ
せ
の
上
、
役
場
一
階
三

番
窓
口
保
険
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

お
む
つ
代
に
係
る
医
療
費
控
除

　
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
が
次
の
書

類
を
添
付
す
る
か
提
示
す
れ
ば
、
お
む
つ
代

に
係
る
費
用
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

▼
初
め
て
控
除
を
受
け
る
場
合

①
医
師
が
発
行
す
る
お
む
つ
使
用
証
明
書

※

役
場
一
階
三
番
窓
口
保
険
課
で
用
紙
を
配

布
し
ま
す
。
　

②
お
む
つ
代
の
領
収
書

▼
二
年
目
以
降
の
場
合

①
お
む
つ
使
用
確
認
書

※

要
介
護
認
定
申
請
時
の
介
護
保
険
主
治
医

意
見
書
で
「
寝
た
き
り
状
態
に
あ
る
こ

と
」
、
「
尿
失
禁
の
発
生
の
可
能
性
が
あ
る

こ
と
」
が
確
認
で
き
る
方
に
交
付
し
ま
す
。

必
要
な
方
は
役
場
一
階
三
番
窓
口
保
険
課
へ

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

②
お
む
つ
代
の
領
収
書

▼
問
合
せ
　
保
険
課
高
齢
者
・
介
護
係
　
☎

２８
・
０
１
０
０

　納
付
済
額
通
知
書
を
送
付

　
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
・
介
護
保
険
料
を
納
め
て
い
る
方
に
、

納
付
済
額
通
知
書
（
ハ
ガ
キ
）
を
一
月
下
旬

に
送
付
し
ま
す
。
こ
の
通
知
書
は
、
確
定
申

告
等
に
際
し
て
社
会
保
険
料
控
除
を
行
う
場

合
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
年
末
調
整
等
の
た
め
に
あ
ら
か
じ

め
保
険
税
（
料
）
の
確
認
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
窓
口
に
て
納
付
確
認
書
を
お
渡
し
し
ま

す
の
で
、
保
険
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

▼
問
合
せ
　
保
険
課
国
民
健
康
保
険
・
医
療

係
　
☎
２８
・
０
９
１
７
（
国
民
健
康
保
険

税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
）
、

保
険
課
高
齢
者
・
介
護
係
　
☎
２８
・
０
１
０

０
（
介
護
保
険
料
）

　自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
の
手
続
き

　
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
は
、
四
月
一
日
現

在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
車
検
切
れ
な

ど
で
廃
車
に
す
る
と
き
や
、
名
義
変
更
を
す
る

と
き
は
、
三
月
末
ま
で
に
手
続
き
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
毎
年
二
月
、
三
月
は
車
検
場

の
登
録
窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。
早
め
の
手

続
き
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

 

自
動
車
の
登
録
・
廃
車
な
ど
の
手
続
き
を
自
動

車
販
売
業
者
な
ど
に
依
頼
す
る
方
は
、
手
続
き
が

確
実
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　高
額
な
医
療
・
介
護
費
の
合
算
制
度

　　
一
か
月
に
か
か
っ
た
医
療
保
険
の
自
己
負
担

額
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
は
「
高
額
療
養
費
」

が
、
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
が
高
額
に
な
っ

た
場
合
は
「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
が
申
請

に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
そ
の
自
己
負
担
を
軽
減
す
る
目
的
で
「
高
額

　 税
に
関
す
る
作
品
展

　
名
古
屋
西
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
が
、
名
古

屋
西
税
務
署
管
内
（
豊
山
町
、
名
古
屋
市
西
区
、

清
須
市
、
北
名
古
屋
市
）
の
小
中
学
校
の
皆
様

を
対
象
に
、
税
に
つ
い
て
の
作
文
と
習
字
を
募

集
し
ま
し
た
。
そ
の
入
賞
作
品
の
展
示
を
次
の

と
お
り
行
い
ま
す
▼
と
き
一
月
十
九
日
（
土
）

〜
二
十
五
日（
金
）　
午
前
十
時
〜
午
後
九
時（
最

終
日
は
午
後
三
時
ま
で
）▼
と
こ
ろ
　
エ
ア
ポ
ー

ト
ウ
ォ
ー
ク
名
古
屋
二
階
北
側
エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー
前
▼
主
催
　
名
古
屋
西
納
税
貯
蓄
組
合
連

合
会
▼
問
合
せ
　
税
務
課
収
納
係
　
☎
２８
・
０
９

２
６

医
療
・
高
額
介
護
合
算
療
養
費
制
度
」
が
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
同
一
世
帯
で
、
一
年
間
（
平
成
二
十
九
年
八

月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
七
月
三
十
一
日
）
の

医
療
保
険
（
国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
・
被
用
者
保
険
等
）
の
一
部
負
担
金
等

の
合
計
額
と
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担
額
の
合

計
額
が
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
と
き
は
、

超
え
た
額
が
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
か
ら
支
給
さ
れ

ま
す
。

　
な
お
、
異
な
る
医
療
保
険
の
合
算
は
で
き
ま

せ
ん
。

【
豊
山
町
国
民
健
康
保
険
か
愛
知
県
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
加
入
さ
れ
て
い
る
場
合
】

▼
自
己
負
担
限
度
額

　
加
入
さ
れ
て
い
る
医
療
制
度
や
年
齢
な
ど
に

よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
役
場
一
階

三
番
窓
口
保
険
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

▼
申
請
方
法

　
支
給
対
象
と
な
る
方
へ
、
二
月
中
に
ご
案
内

を
郵
送
し
ま
す
。

　
な
お
、
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
平
成

三
十
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
転
出
か
転

入
し
た
方
、
加
入
保
険
が
変
わ
っ
た
方
に
つ
い

て
は
、
町
で
対
象
期
間
中
の
自
己
負
担
額
が
把

握
で
き
な
い
た
め
案
内
で
き
て
い
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。
お
心
当
た
り
の
あ
る
方
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
そ
の
他
の
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
場

合
】

　
自
己
負
担
の
限
度
額
や
申
請
方
法
な
ど
、
詳

し
く
は
保
険
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
窓
口
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
外
来
年
間
合
算
に
つ
い
て
】

　
平
成
二
十
九
年
八
月
に
七
十
歳
以
上
の
方
の

高
額
療
養
費
の
制
度
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。
そ

れ
に
伴
い
、
年
間
を
通
し
て
高
額
な
外
来
診
療

を
受
け
て
い
る
方
の
負
担
が
増
え
な
い
よ
う

に
、
自
己
負
担
限
度
額
の
年
間
上
限
の
制
度
が

設
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
外
来
年
間
合
算
の
支
給
対
象
と
な
る

方
へ
、
一
月
中
に
ご
案
内
を
郵
送
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
　
保
険
課
　
国
民
健
康
保
険
・
医
療

係
　
☎
２８
・
０
９
１
７
、
高
齢
者
・
介
護
係
　
☎

２８
・
０
１
０
０

　排
水
設
備
指
定
工
事
店
の
お
知
ら
せ

　
排
水
設
備
指
定
工
事
店
の
廃
止
の
届
出
が
あ

り
ま
し
た
。
下
水
道
に
接
続
す
る
た
め
の
宅
地

内
の
排
水
設
備
工
事
は
、
指
定
工
事
店
で
な
け

れ
ば
行
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
廃
止
工
事
店
（
平
成
三
十
年
十
一
月
十
二
日

か
ら
）
　
愛
知
工
業
（
犬
山
市
字
若
宮
１
７
５

番
地 

ソ
レ
ー
ユ
よ
し
の
２
０
３
）
▼
問
合
せ
　

建
設
課
下
水
道
係
　
☎
２８
・
０
９
４
０

　役
場
・
保
健
セ
ン
タ
ー
　

　屋
上
防
水
工
事

　
役
場
・
保
健
セ
ン
タ
ー
の
屋
上
防
水
工
事
を

一
月
八
日
（
火
）
か
ら
実
施
し
ま
す
。
工
事
は

三
月
に
完
了
す
る
予
定
で
す
。
工
事
期
間
中
に

ご
来
庁
の
際
は
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
▼
問
合
せ
　
総
務
課
総
務
・
人
事
係
　

☎
２８
・
６
０
０
３

な
ど

▼
と
こ
ろ
　
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

▼
問
合
せ
　
豊
山
町
文
化
協
会
　
☎
２８
・
２

１
０
２

 

　
文
化
振
興
事
業

　
平
成
三
十
年
度
の
文
化
振
興
事
業
は
、「
と

よ
や
ま
寄
席
　
伝
統
芸
能
を
楽
し
む
」
で
す
。

桂
ざ
こ
ば
を
筆
頭
に
一
門
に
よ
る
上
方
落
語

と
、「
津
軽
三
味
線
」
高
橋
竹
山
の
最
後
の

内
弟
子
、
高
橋
竹
童
と
尺
八
の
佃
康
史
の
合

同
演
奏
を
お
送
り
し
ま
す
。
チ
ケ
ッ
ト
は
早

期
完
売
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
求
め
忘

れ
の
な
い
よ
う
に
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。

▼
と
き
　
平
成
三
十
一
年
二
月
十
七
日

（
日
）午
後
二
時
開
演（
開
場
は
三
十
分
前
）

▼
と
こ
ろ
　
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
二
階
　

ホ
ー
ル

▼
入
場
料
　
大
人
（
高
校
生
以
上
）
千
五
百

円
　
小
人（
小
中
学
生
）七
百
円
＊
全
自
由
席
、

未
就
学
児
の
入
場
は
お
断
り
し
ま
す
。

▼
入
場
券
販
売
　
十
一
月
十
一
日
（
日
）
午

前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
、
社
会
教
育
セ
ン

タ
ー
で
発
売
を
開
始
し
ま
す
。十
二
日（
月
）

以
降
は
役
場
三
階
九
番
窓
口
教
育
委
員
会
事

務
局
生
涯
学
習
係
で
販
売
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
　
教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習

係
　
☎
２８
・
０
３
９
６

▼
問
合
せ
　
税
務
課
課
税
係
☎
２８
・
２
４
３
４

②
税
額
の
計
算 

市
町
村 

給
与
支
払
者
（
特
別
徴
収
義
務
者
） 

従
業
員
（
納
税
義
務
者
）

①給与支払報告書の提出
（1月31日まで） 

③特別徴収税額の通知
（5月31日まで） 

 ④特別徴収税額の
通知（5月31日まで） 

⑥住民税を納入
（翌月10日まで）⑤住民税を給与から

天引き（6月から
翌年5月まで） ⑦退職者などの届出（随時） 

⑧税額変更通知書の送付（随時） 

1/19
～25

　とよやまタウンバス北ルートは、平成３０年４月１日からエ
アポートウォークまで試行運行しています。
　町内のいずれのバス停からでも、エアポートウォークへ片道
１００円で行くことができます。２０１９年度以降は利用実態
を踏まえて運行を検討します。本格運行のためにも、皆様ぜひ
ご利用ください。
▼問合せ
（公共交通について）地域振興課地域振興係　☎２８・２４６３
（運行状況について）あおい交通㈱　☎７７・６３４７

車種 窓口 電話番号

普通自動車･小型自動車
・２５０cc超のｵｰﾄﾊﾞｲ

愛知運輸支局
小牧自動車検査
登録事務所

☎０５０・
５５４０・２０４８

☎０５０・
３８１６・１７７３

☎０５２・
５３１・６３０５

☎４３・１４０６

☎２８・２４３４

☎２８・２４３４

軽自動車（四輪･三輪） 軽自動車検査協会

１２５cc超２５０cc
以下のｵｰﾄﾊﾞｲ 軽自動車協会

１２５cc以下の
ｵｰﾄﾊﾞｲ･小型特種自動車 豊山町税務課

税金の問合せ
（自動車税）

県名古屋北部県税
事務所課税
第二課自動車税
グループ

税金の問合せ
（軽自動車税） 豊山町税務課


